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　本計画の策定に当たっては、市民参画の下、市の「松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」

と市社協の「松山市社会福祉協議会地域福祉活動推進委員会」の一体的な会議で審議するととも

に、ワーキングチームにおいて素案づくりや意見調整等を行いました。

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面決裁）
・第4期に引き続き地域福祉計画と地域福祉活動推進計画の一体的な策定とすることに

ついての承認をいただきました。

ワーキングチームの設置
　学識経験者及び市・市社協の合同事務局によるワーキングチームを設置し、アンケー

トの素案、ワークショップの手法、計画素案作成などを協議・検討し、随時、専門分科会

に図りながら、本計画の策定を行いました。

　（実施回数　令和4年度2回　令和5年度5回）

令和4年6月14日（火）

計画の策定方法

【策定体制】

【計画策定の流れ】

第5期松山市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画

パブリックコメント

第5期松山市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画（案）
・計画（案）の提案

・計画素案の提案

・計画への反映・意見、各種施策の反映

・市民意見の反映

【松山市】
松山市社会福祉審議会
地域福祉専門分科会

【松山市社協】

地域福祉活動推進委員会

第5期松山市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画（素案）

ワーキングチーム
・アンケート調査、ワークショップ内容の検討

・アンケート調査
・ワークショップ

意見
収集

市
庁内

市社協
内部

松山市地区社会福祉協議会連絡会会長・事務局長連絡会
会　場　市総合福祉センター　1階　大会議室

テーマ　地域福祉の推進における地域カルテの役割と意義について

講　師　聖カタリナ大学人間健康福祉学部　教授　村岡則子氏

参加者　地区社協会長・事務局長

令和4年7月27日（水）

地区社協を中心とした地域の関係団体からの意見収集

　地区社協を中心とした地域の関係団体の参画により、地区内の社会資源の整理や生活

や福祉の課題について意見を出し合うとともに、平成31年3月に発行した地域カルテの掲

載内容の見直しを行いました。

【開催回数】40回（40地区ごとに開催・延参加者　397名）

【 主　催 】地区社協及び市社協

【参加団体】地区民協、地区まちづくり協議会、地区自主防災組織連合会、

　　　　　地域包括支援センター、地区町内会連合会、地区婦人会、

　　　　　地区高齢クラブ連合会、公民館　など

参加者　/　会場

《テーマ》「知ることでもっと好きになるわたしの地域

　　　　　　　～地区の良いところ、もっと良くなるところ～」

令和4年8月24日（水）～令和5年1月10日（火）
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　本計画の策定に当たっては、市民参画の下、市の「松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」

と市社協の「松山市社会福祉協議会地域福祉活動推進委員会」の一体的な会議で審議するととも

に、ワーキングチームにおいて素案づくりや意見調整等を行いました。

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面決裁）
・第4期に引き続き地域福祉計画と地域福祉活動推進計画の一体的な策定とすることに

ついての承認をいただきました。

ワーキングチームの設置
　学識経験者及び市・市社協の合同事務局によるワーキングチームを設置し、アンケー

トの素案、ワークショップの手法、計画素案作成などを協議・検討し、随時、専門分科会

に図りながら、本計画の策定を行いました。

　（実施回数　令和4年度2回　令和5年度5回）

令和4年6月14日（火）

計画の策定方法

【策定体制】

【計画策定の流れ】

第5期松山市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画

パブリックコメント

第5期松山市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画（案）
・計画（案）の提案

・計画素案の提案

・計画への反映・意見、各種施策の反映

・市民意見の反映

【松山市】
松山市社会福祉審議会
地域福祉専門分科会

【松山市社協】

地域福祉活動推進委員会

第5期松山市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画（素案）

ワーキングチーム
・アンケート調査、ワークショップ内容の検討

・アンケート調査
・ワークショップ

意見
収集

市
庁内

市社協
内部

松山市地区社会福祉協議会連絡会会長・事務局長連絡会
会　場　市総合福祉センター　1階　大会議室

テーマ　地域福祉の推進における地域カルテの役割と意義について

講　師　聖カタリナ大学人間健康福祉学部　教授　村岡則子氏

参加者　地区社協会長・事務局長

令和4年7月27日（水）

地区社協を中心とした地域の関係団体からの意見収集

　地区社協を中心とした地域の関係団体の参画により、地区内の社会資源の整理や生活

や福祉の課題について意見を出し合うとともに、平成31年3月に発行した地域カルテの掲

載内容の見直しを行いました。

【開催回数】40回（40地区ごとに開催・延参加者　397名）

【 主　催 】地区社協及び市社協

【参加団体】地区民協、地区まちづくり協議会、地区自主防災組織連合会、

　　　　　地域包括支援センター、地区町内会連合会、地区婦人会、

　　　　　地区高齢クラブ連合会、公民館　など

参加者　/　会場

《テーマ》「知ることでもっと好きになるわたしの地域

　　　　　　　～地区の良いところ、もっと良くなるところ～」

令和4年8月24日（水）～令和5年1月10日（火）
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民生委員・主任児童委員からの意見収集

民生委員･児童委員からみた地域の現状と課題についてワークショップを行いました。

実施日

会　場

講　師

様　子

参加者

令和4年9月22日（木）

・市総合福祉センター
 大会議室
・市北条社会福祉センター
 大会議室

18～79歳の市民
民生委員地区（40地区）ごとに年代別・
男女別で住民基本台帳から無作為抽出

3,360人配布
1,254人回収
回収率37.3％

・一般事業者、医療、介護事業者から無作為抽出
・市内全ての社会福祉法人

969件配布
405件回収
回収率41.8％

聖カタリナ大学
　助教 雑賀正彦氏

聖カタリナ大学
　助教 鬼頭裕美氏

聖カタリナ大学
　教授 村岡則子氏

・市総合福祉センター
 大会議室
・市北条社会福祉センター
 大会議室

・市総合福祉センター
 大会議室
・市北条社会福祉センター
大会議室
・余土公民館大会議室

令和4年9月15日（木） 令和4年9月29日（木）

部会員 44名 部会員 44名 部会員及び
主任児童委員 95名

高齢者福祉部会 障がい者福祉部会 児童福祉部会

《テーマ》地域に暮らす○○○（の生活）について～見ていて気づく良い点と課題～

　　　　　　 　　　　　　　高齢者 / 障がい者 / 子どもとその家族

令和4年9月15日（木）～9月29日（木）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・地域福祉に関するアンケート調査（アンケート項目等）について

令和4年11月21日（月）

地域福祉に関するアンケート

地域福祉計画の浸透度や福祉に対する意識、満足度などを把握するため、市民及び事業者

に対して、アンケート調査を実施しました。

令和4年12月9日（金）～令和5年1月31日（火）

調査対象者 調査数

※会場は市総合福祉センターをメインに市内別会場をオンラインでつなぎ実施。

市民対象調査

事業者対象調査

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・地域福祉に関するアンケート調査結果について報告

・地区社協、民生委員・児童委員の意見収集について

令和5年5月18日（木）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・計画の骨子案について

令和5年10月19日（木）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・計画案について

令和5年11月9日（木）

パブリックコメントの実施

令和5年12月18日（月）～令和6年1月22日（月）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・計画案について

令和6年2月8日（木）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会長から市長へ答申

・計画案の提出

令和6年2月21日（水）

第5期松山市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画の策定

令和6年3月



は
じ
め
に

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

地
域
カ
ル
テ

参
考
資
料

162 163

は
じ
め
に

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

地
域
カ
ル
テ

参
考
資
料

民生委員・主任児童委員からの意見収集

民生委員･児童委員からみた地域の現状と課題についてワークショップを行いました。

実施日

会　場

講　師

様　子

参加者

令和4年9月22日（木）

・市総合福祉センター
 大会議室
・市北条社会福祉センター
 大会議室

18～79歳の市民
民生委員地区（40地区）ごとに年代別・
男女別で住民基本台帳から無作為抽出

3,360人配布
1,254人回収
回収率37.3％

・一般事業者、医療、介護事業者から無作為抽出
・市内全ての社会福祉法人

969件配布
405件回収
回収率41.8％

聖カタリナ大学
　助教 雑賀正彦氏

聖カタリナ大学
　助教 鬼頭裕美氏

聖カタリナ大学
　教授 村岡則子氏

・市総合福祉センター
 大会議室
・市北条社会福祉センター
 大会議室

・市総合福祉センター
 大会議室
・市北条社会福祉センター
大会議室
・余土公民館大会議室

令和4年9月15日（木） 令和4年9月29日（木）

部会員 44名 部会員 44名 部会員及び
主任児童委員 95名

高齢者福祉部会 障がい者福祉部会 児童福祉部会

《テーマ》地域に暮らす○○○（の生活）について～見ていて気づく良い点と課題～

　　　　　　 　　　　　　　高齢者 / 障がい者 / 子どもとその家族

令和4年9月15日（木）～9月29日（木）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・地域福祉に関するアンケート調査（アンケート項目等）について

令和4年11月21日（月）

地域福祉に関するアンケート

地域福祉計画の浸透度や福祉に対する意識、満足度などを把握するため、市民及び事業者

に対して、アンケート調査を実施しました。

令和4年12月9日（金）～令和5年1月31日（火）

調査対象者 調査数

※会場は市総合福祉センターをメインに市内別会場をオンラインでつなぎ実施。

市民対象調査

事業者対象調査

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・地域福祉に関するアンケート調査結果について報告

・地区社協、民生委員・児童委員の意見収集について

令和5年5月18日（木）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・計画の骨子案について

令和5年10月19日（木）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・計画案について

令和5年11月9日（木）

パブリックコメントの実施

令和5年12月18日（月）～令和6年1月22日（月）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・地域福祉活動推進委員会

・計画案について

令和6年2月8日（木）

松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会長から市長へ答申

・計画案の提出

令和6年2月21日（水）

第5期松山市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画の策定

令和6年3月
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松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会・
松山市社会福祉協議会地域福祉活動推進委員会　委員名簿

ワーキングチーム名簿

福祉従事者

福祉従事者

福祉従事者

福祉従事者

福祉従事者

福祉従事者

学識経験者

福祉従事者

福祉従事者

福祉従事者

学識経験者

福祉従事者

学識経験者

学識経験者

福祉従事者

学識経験者

学識経験者

聖カタリナ大学　人間健康福祉学部
社会福祉学科　教授

松山市介護支援専門員協議会　理事

松山市民生児童委員協議会　会長

松山市ボランティア連絡協議会　会長

松山市河野地区社会福祉協議会　事務局長

中島地区民生児童委員協議会　会長

松山みらいクラブ連絡協議会　会長

松山市高齢クラブ連合会　女性部長

松山市保育会　理事

松山手をつなぐ育成会　副会長

松山市社会福祉協議会　会長

松山市医師会　会長

松山大学　人文学部社会学科　准教授

松山市小中学校ＰＴＡ連合会　副会長

 　　石　丸　  　将

 ○　戒　田　民　子

 　　金　村　厚　司

　　 川　口　美惠子

　　 橘　　　秀　照

 　　田　中　　　睦

　　 友　川　　　礼

 　　長谷川　妙　子

　　 逸　見　佳　子

 　　宮　田　美　輪

　　 村　岡　則　子

 ◎　村　上　　　博

　　 矢　野　　　誠

　　 吉　武　理　大

 　　芳　野　玲　子

　　 恒　吉　和　徳

 　　村　岡　則　子

松山東雲女子大学　人文科学部
心理子ども学科心理福祉専攻　准教授

聖カタリナ大学　人間健康福祉学部
社会福祉学科　教授

聖カタリナ大学　人間健康福祉学部
社会福祉学科　教授

（五十音順、敬称略）

◎：会長　○：副会長

（五十音順、敬称略）

　「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略称で、通信技術を活

用したコミュニケーションを指し、情報処理だけでなく、インターネットのような通信技術を利用

した産業やサービスの総称

用語解説

・ICT

　何らかの理由で自ら支援を求めるのが難しい人に対し、支援者側から情報や支援を積極的に

届けていくこと

・アウトリーチ

　募金活動のひとつで、集めた寄附金を誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

よう、様々な地域課題の解決に取り組む民間団体に配分する社会福祉法第113条に基づく第一

種社会福祉事業

・赤い羽根共同募金

　地域密着型サービス事業所等が利用者やその家族、地域住民等に対し、提供しているサービ

ス内容等を明らかにし、サービスの質の向上や地域との交流を図ることを目的に設置する会議

・運営推進会議

　「Social Networking Service（ソーシャルネットワーキングサービス）」の略称で、登録された

利用者同士が交流できるウェブサイトの会員制サービス（LINE、フェイスブックなど）

・SNS

　「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活

動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称

・NPO

　福祉サービス利用援助事業（69ページ）の適正な運営確保と福祉サービスに関する利用者等

からの苦情に対する適切な解決を目的に愛媛県社会福祉協議会に設置された機関

・愛媛県運営適正化委員会（救ピット委員会）

　要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、ケアプラン（介護サービス計画）を作成し、

他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめる専門職

・介護支援専門員（ケアマネジャー）

　介護現場で、スマートフォンやタブレット端末などのデジタル機器を活用し、業務改善を図る

ことで、介護職員の負担を軽減しながら、利用者に質の高いサービスを提供する取り組み

・介護DX（デジタルトランスフォーメーション）

あ行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

か行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　分 氏　名団体名及び役職

区　分 氏　名団体名及び役職
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・SNS
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からの苦情に対する適切な解決を目的に愛媛県社会福祉協議会に設置された機関

・愛媛県運営適正化委員会（救ピット委員会）

　要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、ケアプラン（介護サービス計画）を作成し、

他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめる専門職

・介護支援専門員（ケアマネジャー）

　介護現場で、スマートフォンやタブレット端末などのデジタル機器を活用し、業務改善を図る

ことで、介護職員の負担を軽減しながら、利用者に質の高いサービスを提供する取り組み
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　悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人
・ゲートキーパー

　自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な高齢者や障がい者等に代わって、援助者

が代理としてその権利やニーズ表明を支援し代弁すること

・権利擁護

　地域の高齢者の生活を豊かなものにするため、概ね60歳以上の人で自主的に組織し、健康増

進、社会奉仕、教養講座、研修旅行、レクリエーション活動等を行う団体

・高齢クラブ

　子育て親子が気軽に利用でき、子育てに関する相談や情報提供等を行う交流の場
・子育てひろば

　無料又は低価格で子どもたちに食事を提供する場所であるとともに、子どもたちが地域の人た

ちと交流しながら、安心して過ごせる居場所の１つ

・子ども食堂

　地域で支援を必要とする人の見守りや相談などの個別支援、人間関係や生活環境等に関する

地域での支援や公的な制度との調整等を行う人

・コミュニティソーシャルワーカー

　地域住民が自主的に連携して防災活動を行う組織
・自主防災組織

　地域において児童に健全な遊びや交流の場等を提供し、健康増進や情操を豊かにすることを

目的とする児童福祉施設

・児童館

　身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障が

ある人の福祉に関する相談に応じ、助言や指導、福祉サービス事業者や保健医療サービス事業

者等との連絡・調整等の援助を行う国家資格の専門職

・社会福祉士

　社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別法人
・社会福祉法人

　介護、障がい、子育て、生活困窮といった分野別の相談体制では解決に結びつかないような

「くらしの困りごと」に対応するため、市全体で「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域

づくりに向けた支援」を一体的に実施することで、包括的な支援体制を整備する事業

・重層的支援体制整備事業

　民生委員・児童委員のうち、児童に関することを専門的に担当する委員
・主任児童委員

　関係機関と連携し、障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援

を行う機関

・障がい者虐待防止センター

　障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、専門職員が相談を受けて必要な援

助・支援を行う機関

・障がい者地域相談支援センター

　収入や資産が少なく、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるお

それのある人

・生活困窮者

　地域に不足するサービスの創出やサービスの担い手の養成、サービス提供主体間のネット

ワーク作り、地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングを行う人

・生活支援コーディネーター（地域支えあい推進員）

　認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が不十分であるために法律行為で

の意思決定が不十分または難しい人の後見人等を選任し、その判断力を補い保護支援する制度

・成年後見制度

さ行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの質を、事業者及び利用者以外の公正・中立

な第三者機関が、専門的かつ客観的立場から評価する制度

・第三者評価制度

　人々 の性別や年齢、国籍などの多様性を尊重し、認め合い、受け入れるという考え方
・ダイバーシティ＆インクルージョン

　育児と介護が同時期に発生している状態
・ダブルケア

　制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様

な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮ら

しと生きがい、地域を共に創っていく社会

・地域共生社会

　市町村が包括的・継続的ケアマネジメント事業を効果的に実施するため、介護支援専門員、保

健医療及び福祉に関する専門的知識を有する人、民生委員・児童委員その他の関係者、関係機

関により構成し、個別ケースや地域課題の支援の検討を行う会議

・地域ケア会議

た行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　松山市社会福祉協議会が実施する子育て中の保護者や障がい者、高齢者等が気軽に集まり、

仲間づくりや情報交換等の拠点として自主的に立ち上げた交流の場

・地域交流サロン

　乳幼児とその保護者を対象に、保育士等による子育ての相談や情報の提供、当事者間の相互

交流を行う場

・地域子育て支援センター

　保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職を配置し、地域住民の保健・福祉・医療の

向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関

・地域包括支援センター

　要介護や要支援状態となっても可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生活を継続するため

の訪問介護や生活介護などのサービス

・地域密着型サービス

　住民主体で地域に根差した福祉活動を行う市内40地区ごとの住民組織
・地区社会福祉協議会

　市内40地区ごとの民生委員・児童委員の協議会
・地区民生児童委員協議会

　NPO同士を仲介しNPOの力を強めたり、NPOと行政機関・企業などを仲介して、NPOの活動

が発展するよう働きかけたりする組織のこと（＝NPOを支援する組織）

・中間支援組織

　孤立死等の不測の事態を未然に防ぐため、独居高齢者の実情を把握し安否確認等を行う人
・独居高齢者みまもり員

　地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件や介護施設等の整備状況を総合的に勘案

して定める区域

・日常生活圏域

　認知症サポーター養成講座を修了し、認知症を正しく理解して認知症の人やその家族を温か

く見守る応援者として、日常生活の中での支援を行う人

・認知症サポーター

　自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など

脳機能の発達が関係する障害

・発達障がい

　災害が発生した場合等に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

特に支援を要する人

・避難行動要支援者

　子どもたちの健全な育成を進めるとともに、地域住民の学びを通じて、地域福祉の推進を図

る、地域に暮らす全世代を対象とした取り組み

・福祉教育

　地域の介護予防の拠点として、65歳以上の人を対象に健康体操、生きがい活動等を行う住民

主体の交流の場

・ふれあい・いきいきサロン

　判断能力が不十分な人の身上監護や財産管理、契約行為等を行い、本人の権利を守り生活を

支援する成年後見人となる法人

・法人後見人

な行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　市民の善意の預託（寄附）を受け入れ、松山市社会福祉協議会が実施する高齢者や障がい者

の在宅福祉サービス事業等各種事業に活用し、広く社会福祉の推進に役立てることを目的に社

会福祉協議会が運営するしくみ

・まごころ銀行

　認知症や知的・精神障がい等で判断能力が不十分な人に包括的かつ継続的な相談支援を実

施し、本人や家族の権利を擁護する機関

・松山市権利擁護センター

　社会福祉法第７条に基づき設置する松山市社会福祉審議会で、地域福祉に関する調査審議

を行う専門分科会

・松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会

　ボランティアの活動機会・学習機会の提供、活動する市民への支援・連絡調整等を行うボラン

ティア活動の推進・支援拠点

・松山市ボランティアセンター

　市内40地区の地区民生児童委員協議会の運営の充実と活動推進等を図る団体
・松山市民生児童委員協議会

ま行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　80代の親が、50代のひきこもりの子どもの生活を支えるという問題
・8050（はちまる・ごうまる）問題

は行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　松山市社会福祉協議会が実施する子育て中の保護者や障がい者、高齢者等が気軽に集まり、

仲間づくりや情報交換等の拠点として自主的に立ち上げた交流の場

・地域交流サロン

　乳幼児とその保護者を対象に、保育士等による子育ての相談や情報の提供、当事者間の相互

交流を行う場

・地域子育て支援センター

　保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職を配置し、地域住民の保健・福祉・医療の

向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関

・地域包括支援センター

　要介護や要支援状態となっても可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生活を継続するため

の訪問介護や生活介護などのサービス

・地域密着型サービス

　住民主体で地域に根差した福祉活動を行う市内40地区ごとの住民組織
・地区社会福祉協議会

　市内40地区ごとの民生委員・児童委員の協議会
・地区民生児童委員協議会

　NPO同士を仲介しNPOの力を強めたり、NPOと行政機関・企業などを仲介して、NPOの活動

が発展するよう働きかけたりする組織のこと（＝NPOを支援する組織）

・中間支援組織

　孤立死等の不測の事態を未然に防ぐため、独居高齢者の実情を把握し安否確認等を行う人
・独居高齢者みまもり員

　地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件や介護施設等の整備状況を総合的に勘案

して定める区域

・日常生活圏域

　認知症サポーター養成講座を修了し、認知症を正しく理解して認知症の人やその家族を温か

く見守る応援者として、日常生活の中での支援を行う人

・認知症サポーター

　自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など

脳機能の発達が関係する障害

・発達障がい

　災害が発生した場合等に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

特に支援を要する人

・避難行動要支援者

　子どもたちの健全な育成を進めるとともに、地域住民の学びを通じて、地域福祉の推進を図

る、地域に暮らす全世代を対象とした取り組み

・福祉教育

　地域の介護予防の拠点として、65歳以上の人を対象に健康体操、生きがい活動等を行う住民

主体の交流の場

・ふれあい・いきいきサロン

　判断能力が不十分な人の身上監護や財産管理、契約行為等を行い、本人の権利を守り生活を

支援する成年後見人となる法人

・法人後見人

な行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　市民の善意の預託（寄附）を受け入れ、松山市社会福祉協議会が実施する高齢者や障がい者

の在宅福祉サービス事業等各種事業に活用し、広く社会福祉の推進に役立てることを目的に社

会福祉協議会が運営するしくみ

・まごころ銀行

　認知症や知的・精神障がい等で判断能力が不十分な人に包括的かつ継続的な相談支援を実

施し、本人や家族の権利を擁護する機関

・松山市権利擁護センター

　社会福祉法第７条に基づき設置する松山市社会福祉審議会で、地域福祉に関する調査審議

を行う専門分科会

・松山市社会福祉審議会地域福祉専門分科会

　ボランティアの活動機会・学習機会の提供、活動する市民への支援・連絡調整等を行うボラン

ティア活動の推進・支援拠点

・松山市ボランティアセンター

　市内40地区の地区民生児童委員協議会の運営の充実と活動推進等を図る団体
・松山市民生児童委員協議会

ま行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　80代の親が、50代のひきこもりの子どもの生活を支えるという問題
・8050（はちまる・ごうまる）問題

は行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　社会奉仕の精神をもって、生活困窮者、児童、心身障がい者（児）、高齢者、母子世帯等、援護を

必要とする人に相談支援を行う民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地

方公務員

・民生委員・児童委員

　高齢者の介護を高齢者が行うことで、主に65歳以上の高齢の夫婦や親子、兄弟などのどちら

かが介護者であり、もう一方が介護される側となる状況

・老老介護

ら行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　各種手続や相談に関する窓口を１つに集約し、ワンストップで完結する取り組み
・ワンストップ窓口

わ行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども
・ヤングケアラー

　聴覚障がい者のための情報保障手段の１つで、話されている内容を要約して文字で伝えること
・要約筆記

　少子化により児童・生徒数が減少したことにより、将来にわたっても空き教室と見込まれる教室
・余裕教室

や行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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